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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

令和元年からの４年間で市内の中学生は約

150人減少した。それに伴い、学級数、教諭数も

減少し、部活動数は51から46（特設部を含む

）となった。今後も中学校では部活動数をさらに

減らさざるを得ないことが予想される。また、令和

５年度の新人大会では、市内５校中４校が合

同チームで参加するなど、部活動が存続していて

も単独では参加できない状況があった。各中学校

では、各種目の専門教員がほとんどいない状況も

重なり、部活動顧問の配置に苦慮している。生徒

数の減少は今後も続く見込みであり、学校部活

動の継続は困難である。

子どもたちの多様な活動環境を維持するために

は、学校の枠を超えた取組が必要である。休日だ

けでなく平日の活動を円滑に行うためにも、平日、

休日一体となった地域移行は急務である。

一方で、部活動地域移行に対する、保護者・

市民の関心は高いとは言えず、これまでの「部活

動は学校でするもの」との考えが根強い。また、令

和元年度から導入している部活動指導員につい

ても、学校からのニーズに対して指導員の担い手

が確保できておらず、指導者確保も大きな課題で

ある。

面積 946.76 k㎡

人口
32,816 人

(R6.4.30現在）

公立中学校数 5 校

公立中学校生徒数
725 人

（R6.5.1現在）

部活動数 29 部活

市区町村の協

議会・検討会議

等の設置状況

設置済

市区町村の推進

計画・ガイドライン

等の策定状況

策定済

令和 元年 ５年 １０年 １５年

中学生数 943 796 約700弱 約600弱

学級数 42 38 約30 約30弱

教諭数 75 69 約50 約50弱

部活動数 51 46

魚沼市内中学生数等の推移

※魚沼市統計データ等による
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉教育委員会事務局

【学校教育課】

・全体計画作成

・関係課・機関等との連絡調整全般

・地域クラブ活動組織化に向けた調整

【生涯学習課】

・スポーツ、文化協会等加盟団体との連絡、調整

・所管社会教育施設の利用調整

令和６年４月
推進計画見直し（教育委員会
担当者、スポーツ協会等）、地
域クラブ運営体制の確認

令和６年４月
～6月

各地域クラブ担当者との打合せ、
活動状況確認
広報紙No.1発行

令和６年７月
コーディネータ向け説明会
広報紙No.2発行

令和６年８月 魚沼市PTA連絡協議会研修会

令和６年９月
第1回推進委員会
広報紙No.3発行

令和６年10月
指導者研修会
広報紙No.4発行

令和６年11月
指導者研修会
広報紙No.5発行
第2回推進委員会

令和６年12月 広報紙No.6発行

令和７年２月
令和7年度版地域クラブ活動パ
ンフレット配布

令和７年３月
第3回推進委員会
広報紙No.7発行

教育委員会事務局

学校教
育課

生涯学
習課

各
中
学
校

教職員

生徒

スポーツ協会
スポーツ少年団

地域クラブ
･魚沼JBC

(軟式野球)

指導者

参加

県教委・中体連等

総括コーディネー
ター

エンジョイ
スポーツクラブ

指導者

地域クラブ活動
推進委員会
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地域スポーツクラブ活動の運営実績【その１】

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ５ 校 実施した地域クラブ総数 11 クラブ

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） 11 クラブ（29 部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） なし

全体の指導者数 52 人 全体の運営スタッフ数 25 人(クラブ２２，市教委３)

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数
実施時
間帯

参加者
（学年別）

実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費
大会参加方

法

WHITE
PHOENIX

(ホワイトフェ
ニックス)

市運営
(地域団

体･人材
活用型)

バスケットボー
ル

平日３回
休日１回

19:00-
8:30-

1年１人
2年５人
3年６人

通年
広神中学
校体育館

４ 人
２ 人

（兼務１人）
月会費

2,000 円

中体連
：部活動

その他
：地域クラブ

魚沼RISE
(ライズ)

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

バスケットボー
ル

平日２回
休日１回

19:00-
8:00-

1年７人
2年６人
3年０人

通年
小出中学
校体育館
他

６ 人 ２ 人
月会費

1,000円

中体連
：部活動
その他
：地域クラブ

魚沼
BRUINS
(ブルーイン
ズ)

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

バスケットボー
ル

平日３回
休日１回

18:30-
8:30-

1年０人
2年６人

3年３人
通年

広神中学
校体育館

４ 人
２ 人

（兼務１人）
月会費

1,000円

中体連
：部活動
その他
：地域クラブ



5

地域スポーツクラブ活動の運営実績【その２】

2.実証内容と成果

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数
実施時
間帯

参加者
（学年別）

実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費
大会参加方

法

AMBITION
S
(アンビション
ズ)

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

バスケットボー
ル

平日２回
休日１回

19:30-
8:15-

1年９人
2年６人

3年４人
通年

小出中学
校体育館

他
３ 人 ２ 人

月会費
2,000円

中体連
：部活動
その他
：地域クラブ

魚沼JBC

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

軟式野球
平日２回
休日１回

19:00-
8:00-

1年１９人
2年２１人
3年１１人

通年
小出中学
校体育館
他

４ 人 ２ 人

入会費
3,000円
月会費

2,000円

地域クラブ

魚沼米笑娘
VBC
（こめっこ）

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

バレーボール
平日３回
休日１回

18:30-
8:30-

1年８人
2年５人
3年０人

通年
広神東小
学校体育
館

２ 人
２ 人

（兼務１人）
月会費

2,000円
地域クラブ

魚沼ジュニア
卓球

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

卓球
平日２回
休日１回

19:00-
8:30～

1年 ６人
2年１５人
3年１５人

通年
魚沼市総
合体育館
他

４ 人 ２ 人
月会費

1,000円
部活動

魚沼市柔道
連盟

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

柔道
平日２回
休日１回

19:15-
9:00-

1年３人
2年４人

3年７人
通年

小出武道
館

７ 人 ２ 人
月会費

1,000円
地域クラブ

魚沼市剣道
連盟

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

剣道
平日４回
休日１回

19:00-
8:30-

１年 ２人
２年１４人
３年 ５人

通年
小出武道
館

７ 人 ２ 人
月会費

1,000円
地域クラブ
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地域スポーツクラブ活動の運営実績【その３】

2.実証内容と成果

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数
実施時
間帯

参加者
（学年別）

実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費
大会参加方

法

魚沼ジュニア
クロカン

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

クロスカント
リースキー

夏季
：休日１回
冬季
：休日1～2回

9:00-

適宜-

1年５人
2年１人

3年３人
７～3月

近隣ス
キーコース

他
７ 人 ２ 人

月会費
2,000円

地域クラブ

魚沼ジュニア
アルペン

市運営
(地域団
体･人材
活用型)

アルペンスキー

夏季
：平日３回
冬季
：休日1～2回

19:00-

適宜

1年５人
2年４人
3年０人

通年
近隣ス
キー場他

５ 人 ２ 人
月会費

1,000円
地域クラブ

③その他、体験会やイベント等の開催実績
●見学会、体験会、説明会
・3月 WHITE PHOENIX（2回）、魚沼BRUINS（3回）、AMBITIONS（1回）、魚沼JBC（1回）、魚沼米笑娘VBC（3回）

魚沼ジュニア卓球クラブ（2回）、魚沼市柔道連盟（随時）、魚沼市剣道連盟（随時）
・4月 魚沼ジュニアアルペン（2回）
・6月 魚沼ジュニアクロカン（1回）
・7月 魚沼RISE（1回）、新規バレーボールクラブ（2回※入会希望者がいなかったため設立見送り）

●指導者向け研修会の保護者等への公開
・10月17日(木)「勝利だけが唯一の価値ではない将来を見据えた指導の考え方」 講師 日本バスケットボール協会 山本明氏
・11月28日(木)「地域クラブ活動に求められること～クラブ運営と指導者～」 講師 長岡市教育委員会 石川智雄氏

「知っておきたい！成長期の食事と栄養学」 講師 スポーツキッチン長岡 山岸美恵子氏

● 魚沼市PTA連絡協議会でのパネルディスカッションの実施
・8月3日(土)「今なぜ部活動地域移行なのか」 パネリスト 東京学芸大学副学長・教授 鈴木聡氏

新潟県教育庁保健体育課部活動改革担当副参事 桑原文博氏
魚沼市教育委員会学校教育課指導主事 柳沢 学

● 魚沼市地域クラブ活動推進委員会（年3回）の公開



7

主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

バスケットボール、軟式野球、バレーボー
ル、卓球、柔道、剣道、クロスカントリース
キー、アルペンスキー

運営団体名 魚沼市教育委員会

期間と日数

期間：通年、但しクロスカントリースキー
のみ7～3月
回数：平日 週１～4日

休日 週1日

指導者の主な属性
競技経験者、スポーツ団体会員、教員
等

活動場所 市内中学校、社会体育施設等

主な移動手段 徒歩及び保護者自家用車による送迎

１人あたりの参加会費
等（年額）

12,000円～30,000円程度

１人あたりの保険料
スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年
指導者１人あたり：1,850円/年

●魚沼市地域クラブ 活動概要

●代表 地域クラブを代表し、運営等全般の責任を負う。

●指導員 指導者資格または競技経験があり、クラブ員に指導を行う。

●指導補助員 指導員の補助及び活動全般の見守りを行い、クラブ員のけがや

事故の際には、救急対応及び保護者等への連絡を行う。

●総括コーディネーター 地域クラブ活動実施全般にわたって行政（県、市）及び学校、

各地域クラブ、指導者等との連絡調整を行う。

●コーディネーター 学校とクラブの連絡調整、クラブの実施状況の確認、報告等を行う。

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等

魚
沼
市
（
運
営
主
体
）

魚沼北中学校
バスケットボール(4)

軟式野球

バレーボール

卓球

柔道

広神中学校業務委託

参加

・地域クラブ活動の実施
・保険加入
・連絡体制

剣道

湯之谷中学校

小出中学校

堀之内中学校

総括コーディネーター
コーディネーター(11)

謝金支払 クロスカントリースキー

アルペンースキー

地
域
ク
ラ
ブ
（
実
施
主
体
）
指
導
員･

補
助
員
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取組内容

2.実証内容と成果

総括コーディネーターの役割を

担う指導主事を配置し、関係団

体・学校等との連絡調整・指導

助言等を行う。

すでに地域クラブ化された種目

についても、引き続き協会・競技

関係者との打合せを行って共通

理解を深める。また、部活動や

地域クラブ活動の実際の活動状

況や大会参加状況等も確認す

る。

総括コーディネーターが中心となって、各競技団体等との調整、

市地域クラブ活動推進委員会の運営を行った。

スポーツ協会事務局とは、記録に残る打合せ以外にも日常

的に情報交換を行い、部活動地域移行の方向性を共有する

ことができた。

また、練習の様子や大会参加状況も現地で確認し、生徒が

意欲的に取り組む様子を見ることができた。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

コーディネーターの具体的な動きの実績

部活動地域移行の進捗状況を児童、生徒、保護者、教職員等にも

共有できるよう広報紙「魚沼市地域クラブ活動だより」を７回発行し、情

報提供に努めた。また、毎月実施される市内中学校長会では、毎回30

分程度協議の時間を設けた。

スポーツ協会・スポーツ少年団事務局及び各加盟団体との関係づくりは

順調にできた。 現在、総括コーディネーターが全体の事務局業務を実質

的に行っているが、将来的にスポーツ協会が事務局業務を担えるよう、業

務内容の整理と協会の人的体制整備を進めて行く。

3年
打合せ

回数

活動状況

確認回数

6 陸上競技 5 2

6 バスケットボール 2 10

3 軟式野球 2 5

4 バレーボール 2 3

11 ソフトテニス 3 2

5 卓球 4 4

15 柔道 1 3

7 剣道 1 4

5 クロスカントリースキー 2 1

3 アルペンスキー 2 1

4 合　計 24 35

6.8 

9,360,860 

関係者との打合せ･活動の確認状況
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取組内容

2.実証内容と成果

指導者に対して、資質向上のための研修の受講を促進する。

市地域クラブ活動推進委員会で「研修は指導員のみで行わず、広く保

護者や市民にも公開すべき」との提言があった。そこで、研修会の対象を

地域クラブ指導員だけでなく、部活動指導員、教員、スポーツ協会加盟

団体等、さらには、保護者、市民にも広げ、実施した。

また、運営は、市スポーツ協会と連携して行うこととした。

指導者の確保については、引き続き協会関係者等と協議を重ね、人

材の掘り起こしに務める。また、広報紙でも呼びかける。

参加者アンケートからは、講師の選定、研修内容のいずれでも満足度

は高かった。11月28日に実施した第２回研修会は、二本立ての内容と

したが、これはいずれかの内容に絞ると参加者が限定されると予想された

ためである。結果的には、いずれの内容も参加者の興味、関心を引くこと

ができたため、「もっと一つの内容に絞ってじっくり聞きたかった」との声もあっ

た。

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保①

取組事項

取組の成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組
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取組内容

2.実証内容と成果

第１回

・ 「育成世代の指導に対してバスケットボール界で取り組んでいること」

・講師 日本バスケットボール協会

育成テクニカル推進セレクションシニアマネージャー 山本 明

氏

第２回

・「地域クラブ活動に求められること」

・講師 長岡市教育委員会学校教育課部活動地域移行室課長

スポーツ庁地域スポーツクラブ活動アドバイザー 石川智雄 氏

・「知っておきたい！成長期の食事と栄養学」

・講師 スポーツキッチン長岡 代表 山岸美恵子氏

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保②

指導者研修の内容

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

今後の課題と対応方針

・改めて育成世代の指導に携わる立場として、指導の考え方やヒントをいただけた。

・とても有意義な研修でした。企画した市、スポーツ協会に感謝します。

・小学生の時、なかなかの強い口調のコーチングを受けていたが、あの時は麻痺してい

たのかと思いました。

・保護者の立場でももたくさんの気付きがあると思いました。

・もっとたくさんの保護者から参加してほしかった。

・どちらももっと時間をかけて聞きたい内容、時間が短く残念でした。

・栄養の話はとても良かった。成長期にはとても大事なポイント。

・ジュニア期の食事でとてもためになる会でした。

・この講座、様々な分野を含めて継続をお願いします。

・欠点の指摘は指導ではない。とのことに気付きをもらいました。悪いところだけ直せば、

「あとは問題ない部分」だからと思っていたので、視点がまるで違うのだと知りました。ほ

め忘れていたと思いました。

受講者の声

第1回

・開催日：10月17日

・参加人数：71人

（内スポーツ指導者19人）

第2回

・開催日：11月28日

・参加人数：60人

（内スポーツ指導者18人）

今年度の研修は、指導者としての資質を高めることに重点を置いた。

現段階では、教員が地域クラブ活動に少なからず関わりを持っているが、

今後、地域指導者の割合が増加するにつれ、直接的な指導以外の内

容（生徒間トラブルへの対応、けが・事故への対応、災害・不審者等へ

の対応、施設管理等）も体系化して研修を進める必要がある。

指導者研修の参加実績
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取組内容

2.実証内容と成果

○スポーツ協会、スポーツ少年団

及び各競技団体との情報交換、

協議を進める。

○学校との連携を進めるため、市

中学校長会・体育連盟と日常的

に情報提供、情報交換を実施。

○保護者を含めて地域移行につい

ての認識を深めてもらうため、市Ｐ

ＴＡ連絡協議会研修大会におい

て、地域移行をテーマにパネルディ

スカッションを実施

○スポーツ協会、競技団体（学校に部活動が設置

されている種目）、総合型スポーツクラブ担当者と協

議を重ね、指導者の掘り起こしと地域クラブ活動化に

向けて一定の組織化を図ることができた。

○中学校体育連盟主催大会への地域クラブ参加

申請をスムーズに行うことができた。

○市PTA連絡協議会研修大会に参加した保護者

からは、部活動地域移行について一定の理解を得る

ことができた。

○地域移行の趣旨が多くの人に伝わるように、機会

をとらえて説明会や研修会の依頼を受ける。

○各協会、学校との連携、協議を引き続き行う。

●取組項目名 ウ：関係団体・分野との連携強化①

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組
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テーマ 今なぜ部活動地域移行なのか

～子ども、保護者、教員にとってよりよい形を探る～

登壇者 東京学芸大学副学長・博士（教育学）教授 鈴木聡氏

新潟県教育庁保健体育課部活動改革担当副参事 桑原文博氏

魚沼市教育委員会学校教育課指導主事 柳沢 学

○参加者の考えや意見を聴取

しやすいよう参加者のスマートフ

ォンを利用してもらいオンライン

リアルタイムアンケートシステムを

活用した。

取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 ウ：関係団体・分野との連携強化②

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・講師の考え方や参加者の意見を確認しながら研修出来たのはよかった。

・しっかりとテーマが設定され、パネラーの説明と会場の参会者のリアルな意

見を共有しながら進める構成が良かった。

・今までぼんやりとしていた部活動地域移行についてよくわかりました。また同

じようなことを不安に思っている人が多くいることもわかってよかったです。

・働き方改革、少子化で現状維持が難しいのがわかった。

・進行が大変良かったです。鈴木教授の話が素晴らしく、愛を感じました。

・講師の先生方のお話が、とても分かりやすくて良かったです。

・中学校の喫緊の課題について取り上げていただき、ありがとうございました。

スマートフォンで意見聴取する方法が斬新でとても良かったです。

・部活動地域移行について、様々な立場の方と情報共有できてよかった。

・リアルタイムでの意見が、視覚を通して確認できるのはとても良かった。発言

は苦手でも、スマホ入力となれば言いやすいので様々な意見が挙がったと思

います。

・魚沼市の取組状況と方向性を知ることが出来て良かった

・市のあり方が良くわかりました。できればより多くの保護者、教員、地域の

方々に聞いてほしい内容なので、限られたメンバーとなってしまう市Ｐ連では

なく、各中学校区単位で実施してほしいと感じました。

・開催日：８月３日

・参加人数：92人

（内スポーツ指導者13人）

スクリーンでアンケート結果を
リアルタイムに確認

市ＰＴＡ連絡協議会研修大会の内容

市ＰＴＡ連絡協議会研修大会の参加実績

参加者の声
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 エ：面的・広域的な取組

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○学校に設置されている部活動

種目から地域移行を進める。

○地域指導者との連携体制が

整った種目から順次地域移行を

行い、可能な限り平日の地域移

行も進める。

○令和７年度中に地域クラブ化する種目について、引き続き指導

体制の確認と生徒・保護者・学校への周知を進める。

○すでに地域クラブ化している種目についても、運営上の課題の把

握に努め円滑な活動ができるよう注力する。

取組事項

今後の課題と対応方針

○各競技団体等と調整を続け、令和７年度内にすべての運動部を地域ク

ラブ活動化できる見通しができた。

○令和７年度の部活動と地域クラブ活動の実施予定をパンフレットにまとめ、

小学校５年生から中学校２年生の全員に配布することができた。

取組の成果

Ｒ４ Ｒ７末

部活動数 部活動数
一部

クラブ化

地域

クラブ数
部活動数

一部

クラブ化

地域

クラブ数
部活動数

一部

クラブ化

地域

クラブ数
部活動数

一部

クラブ化

地域

クラブ数

地域

クラブ数

1 陸上競技 5 5 5 5 5 1

2 男子バスケットボール 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

3 女子バスケットボール 4 3 4 4 2 4 4 2 2 2

4 軟式野球 4 4 3 1 1 1 1 1 1

5 女子バレーボール 3 3 1 1 1 1 1

6 男子ソフトテニス 2 2 2 2 2 2

7 女子ソフトテニス 4 4 4 4 4 4

8 男子卓球 5 5 4 4 4 4 4 4

9 女子卓球 2 2 2 2 2 2 2 2

10 柔道 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1

11 剣道 3 3 1 1 1 1

12 クロスカントリースキー 3 3 1 1 1 1

13 アルペンスキー 3 3 1 1 1 1

44 43 3 1 29 16 11 27 16 11 17 12 12 13

部活動から地域クラブ活動への移行状況

Ｒ５ Ｒ６初 Ｒ６末 Ｒ7初（予定）

合　　計

No 種目名等

1 1

1 1 1 1
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 オ：内容の充実

取組事項

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○生徒の志向や体力等の状況に適したスポーツに親しむ機会の確保

について研究・協議を進める。

○今後の地域クラブ活動の類型を以下の３つに整理した。

①〔部活動移行型〕

・学校に設置されている種目をベースに地域クラブ活動を行う団体

②〔協会連携型〕

・スポーツ協会、スポーツ少年団、文化協会に加盟していて、継続して

市内中学生を受け入れて活動する団体のうち地域クラブとなることを希

望する営利を目的としない団体

③〔新規認定型〕

・中学生が活動するために新たに設立され地域クラブとなることを希望

する営利を目的としない団体

○今年度は、学校の部活動種目について地域クラブ活動化するこ

とを主眼に置き、内容の拡大については地域クラブ活動推進委員

会内での協議で共通理解を図った。

取組の成果

今後の課題と対応方針

○令和６年度は、②〔協会連携型〕及び③〔新規認定型〕の要件

を整理し、新たな地域クラブ活動の設立を目指す。

○総合型スポーツクラブ（エンジョイスポーツクラブ魚沼）において、

中学生対象のマルチスポーツクラブを計画している。地域クラブ活動

の一環としてマルチスポーツクラブが位置付くよう、連携を進める。
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等①

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○地域クラブの運営にあたっては、

活動の黎明期にあることから、真に

必要な経費のみに絞って支出経費

を算出した。収入についても、現状

で計上できる予算に絞り、保護者に

とってこれまで経験のない受益者負

担については、月額1,000円（年

額12,000円）におさえ、可能な限

り低廉な設定とした。

○各地域クラブの活動に必要な用

具については、これまでの部活動でも

保護者が経費負担をしていたことか

ら、この経費には含めないこととした。

○生活困窮者支援を本事業で実

施することは、個人情報保護の観

点から実施を見送った。

取組事項 収支バランス

費用 割合 項目 金額 割合

備考 7,713,000 82% スポーツ庁予算 2,649,954 28%

広神中学校 7,713,000 82% 新潟県予算 2,649,953 28%

小出中学校 諸謝金（指導員） 6,192,000 66% 魚沼市予算 2,649,953 28%

堀之内中学校 諸謝金（補助員） 1,521,000 16% 受益者負担 1,411,000 15%

堀之内体育館 クラブ活動費（保険料） 298,320 3% 合計 9,360,860 

広神球場 生徒 168,000 

薬師球場 指導員、補助員 127,300 

雨天会場 振込手数料等 3,020 

広神東小学校 事務局運営費 1,349,540 14%

魚沼市総合体育館 人件費（総括Co） 351,540 

須原第一体育館 人件費（Co） 657,000 

小出武道館 341,000 

小出武道館 9,360,860 

冬季はスキーコース

冬季はスキー場

支出内訳 収入内訳

項目

クラブ活動費

諸謝金

印刷製本費

合計

割合 項目 金額 割合

82% スポーツ庁予算 2,649,954 28%

82% 新潟県予算 2,649,953 28%

66% 魚沼市予算 2,649,953 28%

16% 受益者負担 1,411,000 15%

3% 合計 9,360,860 

168,000 

127,300 

収入内訳
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等②

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○図1は、保護者向けアンケートの結果である。今年度の受益者負担額に

ついては、「高い」との回答は０で「少し高い」との回答が3.7%あるものの大

半が、妥当や安いと回答しており、今年度の受益者負担額は保護者にとっ

ては大きな負担とは言えなかったこと伺える。

○図２は、指導者アンケートの結果である。今年度の支払額に満足度を

直接問う設問ではなかったが、指導に対して相応の対価を求める指導者が

大半であることが伺える。

○生活困窮者支援については、保護者が各地域クラブに対して申請を行う

ことは、個人情報保護の上で大きな問題があると考えられるため、この事業

の経費から支出することは不適当であると考え、この事業には含めないことと

した。

取組の成果

今後の課題と対応方針

○受益者負担額と謝金支払額の設定は、地域クラブ活動事業の経費を

算出する上で大きなウェイトを占める。一方、国、県、市の予算と受益者負

担のみで運営していくことは、様々な困難が予想される。望ましい収支構造

の設定については、今後さらに検討を進めていく。

○生活困窮者支援については、個人情報保護とのバランスから就学援助

費に組み込むことが適切であると考えられる。そのために必要な手続きを今

後行う。

図１

図２
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○学校の施設・設備・備品を使用して、地域スポーツクラブ活動を実施す

る際の利用ルールを策定する。策定にあたっては、各部活動及び今後、

地域クラブ活動の受け皿となる競技団体関係者と協議し、バランスの取

れた会場確保ができるよう努めた。

取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 キ：学校施設の活用等

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項

今後の課題と対応方針

○これまで、学校開放としてスポーツ少年団等の利用団体が個別に利用

申請をしていた。今後、順次地域クラブ活動団体が設立されることを見越

し、利用申請に優先順位を設けて会場を割り振る方向で調整している。

取組の成果

○屋外競技のうち、軟式野球及びソフトテニスは施設が十分にあるが、

陸上競技の専用施設がない。また、雨天時の会場確保と調整を今後す

る必要がある。

種目 学校 備考

バスケットボール 広神中学校

小出中学校

堀之内中学校

堀之内体育館

軟式野球 広神球場

薬師球場

堀之内中学校 雨天会場

バレーボール 広神東小学校

卓球 魚沼市総合体育館

須原第一体育館

柔道 小出武道館

剣道 小出武道館

クロスカントリースキー 広神中学校 冬季はスキーコース

アルペンスキー 湯之谷小学校 冬季はスキー場

各種目の主な利用施設
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2.実証内容と成果

取組内容

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

●取組項目名 ク：その他の取組 平日の移行

取組事項

今後の課題と対応方針

○平日の指導者の確保

○生徒の移動手段の確保

→引き続き部活動地域移行の必要性の広報に努め、保護者、指導者等

の理解と協力を得る。

○平日、休日が一体となった部活動の地域移行を進め、可能な種目につい

ては令和６年度から地域移行を行い、令和７年度中の地域移行完全実

施を目指す。

取組の成果

○平日も含めた完全地域クラブ化 ５（野球、バレーボール、剣道、クロス

カントリースキー、アルペンスキー）

○平日の一部と休日を地域クラブ化 ５（バスケットボール(4)、柔道、）

○休日のみ地域クラブ化 １（卓球）

背景及び理由

○平日と休日の運営体制が異なることによる生徒や指導者の混乱を防ぎた

い。

○少子化の進行により学校での部活動が実施困難になる前に、中学生が

様々な種目に挑戦できる環境を整えたい。（右のグラフ参照）

歳
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括

○令和7年度末までにすべての部活動を地域クラブ化する目標を立てている。今後、

地域クラブ化する予定の種目の協会関係者と引き続き協議を進め、スムーズに地域ク

ラブ化が図れるよう努める。

○地域クラブからの実績報告の事務処理が煩雑であるとの声が上がっている。報告に

必要な形式は遵守しつつ、地域クラブが事務処理に忙殺されることのない方策の検討

を進める。

●今後に向けて

○平日地域移行について

指導者確保、活動時間、生徒の移動等の課題は

あるが、平日と休日の二重構造を避けるためには必

要な取組である。

○運営団体

外部の団体が運営団体となることが望ましいが、源

泉徴収事務、指導者確保、研修等を担える団体が

市内にはないため、当面は市教育委員会が運営団

体業務を担う必要がある。

○実施主体と委託業務

人的体制が整った団体から地域クラブ化を行う。今

年度は、保険加入業務を各地域クラブに委託した。

○受益者負担

一定額が受益者負担となることについての理解は

概ね得られていると考えられる。適切な金額の設定に

ついて今後も検討する。

○研修

必要な研修内容を洗い出し、計画的に実施できる

よう引き続き検討する。

○成果

・平日も含めた地域移行の方針を示したことで、学校、保護者、生徒、関係者、市

民等に方向性は共有されている。

・運営団体を外部に設けられない中で教育委員会を運営団体に位置付け、実施主

体である各地域クラブとの連携を図ることができた。

○課題

・活動時間が放課後から夜間になること、活動場所が学校や自宅から離れた場所に

なること、等について保護者が対応できないケースへの対応策が未だできていない。
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アンケート結果・参加者の声

2.実証内容と成果②

●参加者の声①中学生●アンケート結果①中学生

中学２年生

今まで、あまり他の競技に興味を持たなかったけど、クラ
ブとして活動していく中でたくさんのスポーツ（特に球
技）に興味を持てるようになりました。

中学３年生

部活でやらなかったメニューなどをクラブ活動でたくさん
して学ぶことができ、知ることができて自分自身とても
成長したと思います。

中学１年生

指導者は多くいてほしいけど、方向性を合わせて指導
してほしいです。

中学３年生

公平に指導していただき、指導員も一緒に成長して

いけるような活動をしてほしいと思います
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アンケート結果・参加者の声

2.実証内容と成果②

●参加者の声②保護者●アンケート結果②保護者

中学１年生保護者

部活の時と比べるとクラブ活動の時間が遅く、また移動
時間もあるため、就寝時間が遅くなり次の日体調が悪
くなったり、学校を休む事がある。また、クラブ活動への
送迎も負担です。

中学３年生保護者

熱心に指導してくれたり、個々に合わせて指導してくだ
さったりと、感謝しかない

中学２年生保護者

活動場所が子供一人で行けるわけではなく、必ず送
迎をしなければいけないのでそれぞれの学校までは個

人で行き、そこからスクールバスなり、市が手配した交
通手段が用意されていると活動しやすいと思った。

中学１年生保護者

大会に親の同伴なしで参加する事等、その時々の対

応を自分で考え、人に聞いて対処している事。体験、
経験を通してしか学べない事を自分で考えて行動す
る事は、親が教える事の出来ない物だと思っています。
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アンケート結果・参加者の声

2.実証内容と成果②

●参加者の声③指導者●アンケート結果③指導者

指導者（教員以外）

地域指導者はそれぞれ仕事があり、全員が毎回参加
できるわけではないこと。特に宿泊を伴う大会や遠征等
について、引率必須の場合は指導者が長期間の休み
を取る必要がある。

指導者（教員）

各学校の主な行事の日程を合わせる。経験のない
子どもが入りやすいように小学校への周知をもう少し
やっていただけるとありがたい。

指導者（教員以外）

日々の練習の中で、学校の様子を聞いたり、競技
ノート（日記）をつけたりしながら、行っている。

指導者（教員以外）

例えば命に関わるような事故が起こった時の初動対

応など、地域クラブで共通する事故対応マニュアルの
ようなものがあるとよい。。
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2.実証内容と成果③

【次年度の地域クラブ活動を紹介するパンフレット】

参考資料

令和6年度に続き、令和7年度版「魚沼市中学校の部活動＆地域クラ

ブ活動」パンフレットを作成、配布した。市内中学校で実施する部活動と

市内の地域クラブをすべて掲載し、児童、生徒、保護者に具体的に活動

の内容を伝えた。

広報資料①

表紙 種目ごとに活動内容を紹介 各学校から参加できるクラブを整理
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2.実証内容と成果③

【小５～中３児童生徒に配布の広報紙】

広報資料②
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【地域クラブ活動の様子③

（クロスカントリースキー）】

【魚沼市地域クラブ活動推進委員会(9/30)】

【地域クラブ活動の様子①（卓球）】 【地域クラブ活動の様子２（柔道）】
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

～令和４年

市部活動検討
委員会で国、
県の動向把握
及び情報提供

児童、生徒、保
護者、教職員へ
の情報提供

令和７年～

地域クラブ立ち
上げ(野球)

スポーツ･文化
協会とクラブ設
立に向けて協
議

地域クラブ化完
了と運営の円滑
化

新たな種目の地
域クラブ設立の
検討

令和元～4年

●関係者

・市教委、学校、保護者、スポーツ

協会等

●経過

・「魚沼市部活動検討委員会」を

設置し、学校規模等を踏まえた望

ましい部活動の在り方の検討

・令和元年度から9回開催

●実施にあたって生じた課題

・当初の学校規模に応じた部活動

数や実施方法の検討から、議論が

部活動地域移行に変わったため、

目的や組織の再検討を行った。

●実施内容、工夫した点 等

・関係者に必要な情報を継続的に

提供

令和5～６年

●関係者

・市教委、学校、保護者、スポーツ・文

化協会等

●経過

・「魚沼市地域クラブ活動推進委員会」

設置

●実施にあたって生じた課題

・新たな運営団体の設立が困難

●実施内容、工夫した点 等

・教育委員会事務局に総括コーディネー

ターを配置

・児童、生徒、教職員、指導者等が混

乱なく地域移行に向かえるよう、平日と

休日を一体化して地域移行することを確

認

・地域移行の進捗状況を情報提供

令和4～5年

●関係者

・市教委、野球部部活動指導

員･顧問、スポーツ協会･少年

団等

●経過

・合同チームによる大会参加の

解消

●実施にあたって生じた課題

・チーム体制の確立

・練習場所確保

・中体連大会参加規程確認

・学校部活動との関係

●実施内容、工夫した点 等

・休日は原則地域クラブ活動

・平日は週1回地域クラブ活動、

他は学校ごとの部活動

令和７年～

●関係者

・市教委、学校、保護者、スポーツ・文

化協会、総合型スポーツクラブ等

●経過

・地域クラブ化の完了

・これまでの部活動にない新たな種目の

地域クラブ創設

・運営主体設立に向けた検討

●実施にあたって生じた課題

・活動場所への移動

●実施内容、工夫した点 等

・運営主体設立までは、市教委が運営

団体となって地域クラブを運営

令和５年 令和６年 令和７年
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性

～R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025～)

魚沼市教育委員会

●「魚沼市地域クラブ活動推進
委員会」(年3回)
●地域クラブ活動組織化の推進

●円滑な地域クラブ活動運営の
推進

●地域クラブ活動事務局
業務の整理と移行準備
●地域クラブ化困難な部

活動への対応

魚沼市スポーツ協会
魚沼市スポーツ少年団
エンジョイスポーツクラブ魚沼

●スポーツ･文化協会、スポーツ
少年団登録団体と中学生受け
入れについて継続協議
●総合型スポーツクラブ(エンジョ
イスポーツクラブ魚沼)による多種
目体験型クラブの創設

●地域クラブ活動運営主
体整備に向けた検討

学校

●地域クラブ活動に参加する生
徒の把握
●兼職兼業により地域クラブ指

導に携わる教員の事務手続きの
実施
●時間外勤務の縮減による新た
な中学校教員像の創出

●学校業務と地域クラブ活
動の棲み分けの明確化

●「魚沼市部活動検討委員

会」で学校、保護者、協会関

係者等による学校規模等を踏

まえた望ましい部活動の在り方

を検討

●令和元年度から9回開催

●当初の学校規模に応じた

部活動数や実施方法の検討

から、議論が部活動地域移行

に変わったため、目的や組織の

再検討を行った。

●「魚沼市地域クラブ活動推

進委員会」設置

●年間2回開催

● 教育委員会事務局に総括

コーディネーターを配置

●競技団体と協議を重ね方

向性を共有

●児童、生徒、教職員、指導

者等が混乱なく地域移行に向

かえるよう、平日と休日を一体

化して地域移行することを確

認

●地域クラブ活動推進委員

会で協議された内容や部活動

地域移行の進捗状況は広報

紙で情報提供

地域クラブ活動スタート
(1種目1クラブ)

地域クラブ実施
(8種目11クラブ)

部活動の地域クラブ化完
了(クラブ化困難な種目へ
の対応)

部活動設置種目以外の
地域クラブ活動検討



地域スポーツクラブ活動体制整備事業

令和6年度

地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

新潟県 南魚沼市

自 治 体 名 ：

担 当 課 名 ：

電 話 番 号 ：

新潟県南魚沼市

025-773-6700

学校教育課、生涯スポーツ課、社会教育課
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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

市の人口減少とともに、中学校等の生徒数も

減少傾向にあり、令和６年度の1,388人に対

し、令和８年度では1,356人、令和13年度で

は1,180人まで減少する見込みである。

令和８年度から休日部活動を地域スポーツク

ラブ活動へ完全移行させることを目標に、令和

４年度から部活動改革検討委員会を計10回、

部活動種目ごとの専門部会を４～５回開催し

てきた。

今年度は、市として「地域クラブ認定基準」を

策定した。移行期間最終年度である令和7年

度に向けて各競技における活動計画を作成する

ために地域クラブとの専門部会も１～２回実

施・検討し、認定地域クラブとして４月に活動開

始できるよう整備を進めている。

認定地域クラブに対する活動場所の優遇措

置の策定や、人材バンク設置等も行った。

これまでに総合型地域スポーツクラブやスポーツ

団体等の協力により、試行的に地域スポーツ管

部活動を実施している種目もある。

今後の課題として、持続可能な運営体制整

備や人材確保等が挙げられる。また、活動場所

への送迎（移動）に関する要望が多くある。

面積 584.55k㎡

人口 52,287 人

公立中学校数 ４ 校

公立中学校生徒数 1,388 人

部活動数 50 部活

市区町村の協

議会・検討会議

等の設置状況

設置済み

市区町村の推進

計画・ガイドライン

等の策定状況

策定済み

出典：南魚沼市市勢要覧データ編
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉教育委員会

・学校教育課…部活動改革の主幹、学校との調整・連携

・生涯スポーツ課…スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブとの連絡・調整

・社会教育課…中学生の地域文化活動の環境整備

◉首長部局

・財政課…予算措置

令和６年９月
今後の部活動に対する意識調査
（対象：児童生徒及び保護者・

中学校教員）

令和６年 11月 第９回部活動改革検討委員会

令和６年 11月 南魚沼市地域クラブ認定基準策定

令和６年12月～
令和７年１月

地域クラブ専門部会

令和７年２月
令和７年度部活動及び地域クラブ
「活動計画」作成

令和７年２月
南魚沼市スポーツ指導者等人材バ
ンク設置

令和７年２月 第10回部活動改革検討委員会

令和７年３月 第１回指導者講習会の開催
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ４ 校 実施した地域クラブ総数 14 クラブ

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） 14 クラブ（９部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） ０ クラブ

全体の指導者数 70 人 全体の運営スタッフ数 75 人

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯
参加者

（学年別）
実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数

（他クラブと兼務）
会費

大会参加方
法

六日町ジュ
ニアベース
ボールクラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

野球 週 １ 回
(土)
午前中

市内中学生
4月～
3月

六日町中
学校

３ 人 ４ 人
月会費
3,000 円

中体連：
部活動
その他：
地域クラブ

大和BC

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

野球
週 ２ 回

(木)
18：30～
20：30
(土)
午前中

市内中学生
11月～
３月

大和市民
球場

２１ 人 ２１ 人
月会費
2,000 円

R6は無し
R7～
中体連：
地域クラブ

BTC

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

野球 週 １ 回
(日)
17：00～
20：00

市内中学生
4月～
3月

ベーマガ
STADIU
M他

４ 人
５ 人
（内、兼務１
人）

月会費
4,000 円

中体連：
部活動

卓球クラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

卓球 週 １ 回
(土)
10：00～
12：00

市内中学生
4月～
3月

ディスポー
ト南魚沼

１ 人 １ 人
年会費
6,290円

中体連：
部活動
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯
参加者

（学年別）
実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数

（他クラブと兼務）
会費

大会参加方
法

六日町ジュ
ニアバレー
ボールクラブ

総合型
地域ス

ポーツクラ
ブ

バレーボール 週 １ 回
(土)
19：00～
21：00

市内中学生
４月～
３月

六日町小
学校

２ 人 ２ 人
年会費
6,000 円

中体連：
部活動

こばどクラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

バドミントン 週 ２ 回

平日夜間
(土)
18：00～
20：00

市内外中学
生

４月～
３月

市内体育
施設

３ 人 ３ 人
年会費
6,000 円

中体連：
地域クラブ
その他：
地域クラブ

南魚沼柔道
クラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

柔道 月 １ 回
(土)
8：30～
11：30

市内中学生
４月～
３月

大和中学
校

２ 人 ２ 人
年会費
3,000 円

中体連：
部活動

S＆L
Athlete
Club

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

陸上 週 ２ 回

(月)
18：30～
20：30
(土)
17：00～
19：00

市内中学生
４月～
３月

市内体育
施設

１ 人
１ 人
（内、兼務１
人

月会費
4,000 円

無し

南魚沼ジュ
ニアレーシン
グクラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

クロスカント
リースキー

夏期：
週 ２ 回
冬期：
週 ４ 回

平日：
19：30～
21：00
休日：
9：00～
12：00

市内中学生
４月～
３月

市内体育
施設、欠
之上クロ
スカント
リースキー
コース

15 人 15 人
年会費
30,000円

中体連：
部活動

南魚沼ジャ
ンプチーム

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

スキージャンプ 週 ２ 回

平日：
19：00～
20：30
休日：
8：00～
15：00

市内中学生
４月～
３月

五日町
シャンテ、
塩沢小学
校

２ 人 ２ 人
年会費
12,000円

中体連：
部活動
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

②各クラブに関すること

クラブ名
運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯
参加者

（学年別）
実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数

（他クラブと兼務）
会費

大会参加方
法

JIMS 
RACING

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

アルペンスキー 週 ３ 回

平日：
18：30～
20：30
休日：

9：00～
12：00

市内中学生
４月～
３月

市内体育
施設、市
内外ゲレ
ンデ

２ 人
３ 人
（内、兼務１

人）

月会費
6,000 円

中体連：
部活動

六日町ジュ
ニアスキーク

ラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

アルペンスキー 週 １ 回
休日：
9：00～

12：00
市内中学生

12月～
３月

市内ゲレ
ンデ

７ 人 ７ 人
年会費
10,000 円

中体連：
部活動

塩沢ジュニア
スキークラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

アルペンスキー 週 １ 回
(日)
午後

市内中学生
12月～
３月

市内ゲレ
ンデ

４ 人 ６ 人
年会費
10,000 円

中体連：
部活動

八海山麓
ジュニアス
キークラブ

総合型
地域ス
ポーツクラ
ブ

アルペンスキー 週 １ 回 休日 市内中学生
12月～
３月

市内ゲレ
ンデ

３ 人 ３ 人
年会費
15,000円

中体連：
部活動

③その他、体験会やイベント等の開催実績

●なし
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主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

陸上、野球、スキー

運営団体名 スポーツ＆ライフ南魚沼

期間と日数

陸上：４月 ～ ３月
週２回程度

野球：４月 ～ ３月
月４回程度

スキー：４月 ～ ３月
週3～4回程度

指導者の主な属性
総合型地域スポーツクラブ職員または市
内競技協会・連盟会員

活動場所 市内外体育施設

主な移動手段 徒歩、自転車、保護者

１人あたりの参加会費
等（年額）

陸上：48,000円
野球：48,000円
スキー：72,000円

１人あたりの保険料
スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

●スポーツ＆ライフ南魚沼 活動概要

●統括責任者

役割：活動における管理者として、学校、保護者との連携を行う

●主任指導者

役割：活動における主任者として、生徒への指導を行う

●運営補助者

役割：活動において、主任指導者の補助として、を行う

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等
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取組内容

2.実証内容と成果

➀南魚沼市部活動改革検討

委員会において、現状の課題や

共有や方策検討等を実施

②競技種目ごとに、地域クラブ

関係者との専門部会を実施

（③今後の部活動に対する意

識調査を児童生徒及び保護者、

中学校教員へ実施）

④地域移行の状況を児童生徒

及び保護者、教職員へ情報発

信を実施

➀「南魚沼市地域クラブ認定基準」を策定し、認定クラブに対するR7年度での優遇措置（会場優先利用、部活

動支援バス利用、市独自補助）を設置した。

②競技種目ごとに、各クラブの現状の課題等を聞き取り、認定地域クラブとして活動できるかを検討した。新たに地

域クラブを設立する動きも見られ、2月から認定申請の募集を開始し、16クラブの申請を受け付けた。一部地域クラ

ブでは、R7年度からクラブチームとして中体連大会に参加する意向を示すクラブもあり、休日の活動はR7年度から

試行的に移行する。

（③小学生では約64％の児童が中学校に入ったら部活動に入りたいと思っており、そのうち51％が休日の地域クラ

ブ活動に参加したいと考えている。それに対し、中学生は約45％が休日の地域クラブ活動に参加する気持ちがない

と回答している。教職員も約72％が休日に地域クラブでの指導を希望しないと回答している。児童生徒のニーズを

再確認できた。）

④②、③を踏まえ、R7年度における中学校及び認定地域クラブ「活動計画」を作成した。興味のある競技がどのよ

うな活動を実施していくのかを児童生徒及び保護者が知ることができ、自分のニーズに合う地域クラブを選択し、R7

年度からは活動できるように整備した。クラブとしてもR7年度に向けて活動内容を精査できた。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

●現状、徴収した会費のほとんどが活動費や消耗品費に充てられ、指導者はほぼ無償での指導となっている地域クラブが多かった。この度の専門部会でも、

指導者報酬を得られるような会費設定を周知したが、未だボランティアのような地域クラブが多い。指導者確保にも繋がると考えられるため、引き続き根気

強く専門部会等で周知していきたい。

●市として統括コーディネーターが未配置の状況であり、市スポーツ協会や総合型地域スポーツクラブにコーディネーターを配置したい。
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括

令和7年度後期からは、市内すべての中学校において、休日に地域クラブ活動

を実施する場合は、部活動を休止する試行を検討している。地域クラブがスムーズ

に活動を開始できるよう市独自の補助金を設置し、認定地域クラブとしてスタート

アップする後押しを図っていきたい。

人材バンクについては、2月下旬から運用を開始した。今後は、本格的な指導を

行えるコーチから見守りボランティアまで幅広く人材を募集し、地域クラブとのマッチ

ングを行いたい。

●今後に向けて

競技種目ごとに、専門部会を開催し、各クラブにおける現状の課題を聞き取り、認

定地域クラブとして活動できるかを検討したことで、新たに地域クラブを設立する動きが

見られ、16クラブから認定申請があった。

9月に実施した「これからの部活動に対する意識調査」の中でも、児童生徒から「どん

なクラブがどのような活動をしているのか分からない」という声もあったが、「活動計画」を

作成することで、児童生徒及び保護者のニーズから地域クラブを選択する際の助けとな

ると考える。地域クラブの現状も把握することができ、市教委と地域クラブとの連携を図

ることができた。

今年度は、市として「地域クラブ認定基準」を策定

した。前年度から実証的に中学生を受け入れ活動し

ている地域クラブに対し、専門部会を行い、明確な

要件や基準を提示することができた。

また、地域クラブとの専門部会において「令和7年

度活動計画」を作成することで、実際に活動する児

童生徒に対しても、「認定地域クラブ」は、どの団体で、

どんな活動をするのかを明確にすることができ、認定

地域クラブの広報も兼ねることができたと考えている。

また、指導者確保のために「南魚沼市スポーツ指

導者等人材バンク」を設置し、 ジュニアスポーツクラ

ブや中学校部活動の地域移行（地域展開）に係

る「新たな活動の場」の創出を支援するとともに、市

内各種スポーツ団体等からの技術指導等に関する

要請に応じる体制を構築し、もってこどものスポーツ機

会の充実及び競技スポーツの推進を図りたい。
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アンケート結果・参加者の声

2.実証内容と成果②

●アンケートの声（休日活動の地域移行について）●アンケート結果

Q.（小学生）休日の部活動がない場
合、地域クラブに参加するか？

Q.（保護者）部活動外の地域クラブ
への月謝等はどの程度が妥当か？

Q.（中学生）休日の部活動がない場
合、地域クラブに参加したいか？

Q.休日部活動が地域クラブに移行した場
合、地域クラブでの指導を希望するか？

中学生

地域クラブについて、いつ、どのような場所でやるのか、
送り迎えはどうするのかをまとめてあると有難い。

保護者（良い声）

休日の活動が地域移行することで、好きな地域のクラブのク

ラブが選択できるようになる。上を目指す子と楽しむ子で分

かれてそれぞれが活動できる。レギュラー争いでも競争心が

身につく。

保護者（悪い声）

休日の活動が地域移行することで、今まで中学校対抗で

複数チームがあったが、広範囲で1チームになり、戦えるチー

ム数が減る。文化にもスポーツにも触れない子が増え、中学

生の不健全化、学校治安の悪化に繋がらないか不安。

教員

生徒の中には休日に自分の時間を持ちたいと思う生徒も一

定数いるが、同調圧力で我慢して参加している生徒もいる。

やる気のある生徒が本格的な指導を受けられる地域移行

の速やかな実現を希望する。

→部活動及び認定地域クラブ「活動計画」を作成した
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2.実証内容と成果③

【南魚沼市中学校部活動及び認定地域クラブ活動計画】

参考資料

【「これからの部活動に対する意識調査」アンケート結果】

アンケート結果・広報資料
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2.実証内容と成果③

【部活動改革だより（第６号）】

参考資料

アンケート結果・広報資料
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【ソフトテニス】 【スキー】

【軟式野球】 【卓球】
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

●ステークホルダー

学校、スポーツ協会、競技団体、市教委

●経過

令和4年度から部活動改革検討委員会を計10回、部活動

種目ごとの専門部会を４～５回開催し、主に総合型地域ス

ポーツクラブ「南魚スポーツパラダイス」と「スポーツ＆ライフ南魚沼」

の2つの団体を運営団体として新たな地域クラブ体制の構築する

推進計画を策定した。

令和6年度は、市として「地域クラブ認定基準」を策定した。休

日の活動の移行期間最終年度である令和7年度に向けて各競

技における活動計画を作成するために地域クラブとの専門部会も

１～２回実施・検討し、認定地域クラブとして４月に活動開始

できるよう整備を進めている。認定地域クラブに対する活動場所

の優遇措置の策定や、人材バンク設置等も行った。

また、令和7年度における中学校及び認定地域クラブ「活動

計画」を作成し、興味のある競技がどのような活動を実施してい

くのかを児童生徒及び保護者が知ることができ、自分のニーズに

合う地域クラブを選択し、令和7年度からは活動できるように整

備した。

●実施にあたって生じた課題

休日の地域クラブ活動において、学校部活動との調整や、活

動場所の予約、指導者不足、種目によっては活動指針に準ずる

ことができない等の課題が生じた。

●今後の展開

令和7年度後期からは、市内すべての中学校において、休日に

地域クラブ活動を実施する場合は、部活動を休止することを検

討している。地域クラブが指導者確保等、持続可能な地域クラブ

運営とするために、会費負担を開始する。市独自の補助金を設

置し、認定地域クラブとしてスタートアップする後押しを図りたい。

地域クラブの紹介等、保護者理解にも継続的に努める。

令和４年

協議会設置
検討委員会、
専門部会の実施

地域クラブ活動の
開始（試行含む）

令和５年 令和６年 令和７年

受け皿団体選定、
学校現場との
調整

検討委員会、
専門部会の実施

地域クラブ認定
基準の策定

地域クラブ活動
の拡充、拡大
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性



地域スポーツクラブ活動体制整備事業

令和6年度

地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

新潟県 胎内市

自 治 体 名 ：

担 当 課 名 ：

電 話 番 号 ：

新潟県胎内市

0254-47-2711

胎内市教育委員会 学校教育課
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基本情報 地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

1.自治体の基本情報

面積 265.2 k㎡

人口 26,791人

公立中学校数 4 校

公立中学校生徒数 605人

部活動数 22 部活

市区町村の協

議会・検討会議

等の設置状況

設置済

市区町村の推進

計画・ガイドライン

等の策定状況

策定済

１ 現状（胎内市の強み）

・ 昭和45(1970)年に合併前の旧中条町がスポーツ都市宣言を行い、スポーツ少年団や体育

協会の発足をはじめ、スポーツの普及をめざしてきた。

・ 人口3万弱の市の規模に比して総合体育館はじめ、陸上競技場(第３種公認)、野球場、

テニスコート、Ｂ＆Ｇ海洋センターなどのスポーツ施設が充実している。

・ 市内のほとんどの生徒宅から市中心部まで車で約20分程度のコンパクトな市域である。

２ 課題（急速な少子化と学校単位から地域単位でのスポーツ活動への転換)

・ 市内中学生の生徒数は平成25年と比べ令和16年には約８割に減少する。特に周辺部の小

規模校でその傾向が強く、同期間に４割以下に減少し、実施可能な部活動が限られ、生徒

の選択肢が非常に少ない状態になることが予想される。

・ 指導可能な部活動を担当している教員は下のグラフから半数以下であり、学校規模の縮小

によってさらに生徒のニーズに対応できなくなる可能性が高くなるので、地域指導者の活用

を図りたい。

・ 現在、地域単位のスポーツ団体として14の競技別団体が胎内市スポーツ協会に加盟して活

動しており、こうした団体と連携を深めて地域移行を進めていく必要がある。

＜市内4中学校生徒数の推移＞ ＜市内の中学校教員の部活動担当状況＞

（R6胎内市年齢別人口調べ） （市教委アンケートR3.12）
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運営体制・役割 年間の事業スケジュール

2.実証内容と成果

●運営体制図（市区町村における推進体制図）

●行政組織内での役割分担

◉教育委員会

・胎内市中学生スポーツ教室設置要綱の策定（学校教育課）

・スポーツ教室に係る経費の予算化（学校教育課）

・スポーツ教室の開設係る申請、承認の事務（学校教育課）

・NPO法人スポーツクラブたいないへの事務局の委託（学校教育課）

・社会体育を通じたスポーツ団体等との連携（生涯学習課）

◉首長部局

・担当課なし

４月 スポーツ教室の開設申請受付・承認

中学生への広報・参加者募集。スポーツ教室の開始

※以降も教室開設、参加希望は継続して受付

第1回実務者会議

６月 第2回実務者会議、第１回推進会議

７月 スポーツ協会各加盟団体への説明会

9月 各スポーツ団体の令和8年度以降の活動の集約

10月 第1回部活動の在り方検討委員会（運動部部会）

第３回実務者会議

11月 R7・R8の部活動地域移行に関して校長へ説明

各中学校に訪問し学校別の説明

１月 第2回部活動の在り方検討委員会（運動部部会)

市内４中学校新入生説明会での地域移行の説明

（1月３ヶ校、２月1ヶ校）

３月 スポーツ指導者研修会（市スポーツ協会他主催）

次年度スポーツ教室の開設案内発送
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地域スポーツクラブ活動の運営実績

2.実証内容と成果

①全体に関すること

中学校数 ４ 校 実施した地域クラブ総数 10種目12スポーツ教室

ケース別クラブ数
A：部活動を地域移行した形のクラブ数（及び移行された部活動数） 9スポーツ教室（17部活）

B：部活動を移行する形態ではない地域クラブ（新たな種目のクラブを新規に創設するケース等） 3スポーツ教室（5部活）

全体の指導者数 85人 全体の運営スタッフ数(指導者が兼ねる) 93人

②各クラブに関すること １

スポーツ
教室名

運営団
体種別

種目
※新規のものは末尾

に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯 参加者 実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（指導者が兼務）

会費 大会参加方法

陸上競技
スポーツ教室

スポーツ
団体

陸上競技 月 2 回
8:30～
11:00

33人
4/1～
3/31

陸上競技場
中学校

体育館
8人 8人

年会費
2,000 円

中体連：部活動、
胎内AC(クラブ)

その他：部活動

男子バスケッ
トボールス

ポーツ教室

スポーツ
団体

バスケットボール
月 2 回

・9:00～
11:30
・13:00～
15:00

32人
4/1～
3/31

市内中学校
体育館
市総合
体育館

7人
7人
(内兼務７人)

年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：部活動

女子バスケッ
トボールス
ポーツ教室

スポーツ
団体

バスケットボール
月 2 回

・9:00～
11:30
・13:00～
15:00

21人
4/1～
3/31

市内中学校
体育館
市総合
体育館

7人
7人
(内兼務７人)

年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：部活動
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2.実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

②各クラブに関すること 2

スポーツ
教室名

運営団
体種別

種目
※新規のものは末尾
に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯 参加者
実施期
間

活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費 大会参加方法

バレーボール
スポーツ教室

スポーツ
団体

バレーボール 月 2 回
9:00～
12:00 18人

4/1～
3/31

市総合
体育館
B＆G
体育館

7人 ７人
年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：部活動

サッカー
スポーツ教室

スポーツ
団体

サッカー 月 2 回
13:00～
15:00

12人
4/1～
3/31

笹口浜
公園グラウン
ド

2人 2人
年会費
2,000 円

中体連：なし
その他：クラブ

軟式野球
スポーツ教室

スポーツ
団体

軟式野球 月 2 回
9:00～
12:00

22人
4/1～
3/31

公共運動
施設
中学校
体育館

5人 5人
年会費
2,000 円

中体連：クラブ
その他：クラブ

男子
ソフトテニス
スポーツ教室

スポーツ
団体

ソフトテニス 月 2 回
9:00～
12:00

26人
4/1～
3/31

国際交流
公園テニス
コート
など

10人
10人
(内兼務10人)

年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：クラブ

女子
ソフトテニス
スポーツ教室

スポーツ
団体

ソフトテニス 月 2 回
9:00～
12:00

23人
4/1～
3/31

国際交流
公園テニス
コート
など

10人
10人
(内兼務10人)

年会費
2,000 円

中体連：クラブ
その他：クラブ

柔道
スポーツ教室

スポーツ
団体

柔道 月 2 回

・9:00～
11:30
・18:30～
20:30

16人
4/1～
3/31

市総合
体育館
柔道場

12人 12人
年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：部活動
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2.実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

②各クラブに関すること 3

スポーツ
教室名

運営団
体種別

種目
※新規のものは末
尾に（新）を付ける

実施回数 実施時間帯 参加者 実施期間 活動場所 指導者数 運営スタッフ数
（他クラブと兼務）

会費 大会参加方法

剣道
スポーツ教室

スポーツ
団体

剣道 月 2 回
18:30～
21:30

12人
4/1～
3/31

市総合
体育館

8人 8人
年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：部活動

空手
スポーツ教室

スポーツ
団体

空手 月 2 回
10:00～
12:00

5人
4/1～
3/31

市総合
体育館
武道場

5人 5人
年会費
2,000 円

中体連：部活動
その他：スポーツ

少年団

弓道
スポーツ教室

スポーツ
団体

弓道 月 １回
9:00～
12:00

5人
4/1～
3/31

市総合
体育館
弓道場

10人 10人
年会費
2,000 円

中体連：なし
その他：なし

③その他、体験会やイベント等の開催実績

○硬式テニス 年４回練習会に中学生を募集している。（継続活動を希望する場合は、テニス連盟に加入する）
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主な取組例

2.実証内容と成果

●運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

地域クラブ活動で実施
した種目

陸上競技、バスケットボール、
バレーボール、サッカー、軟式野球
ソフトテニス、柔道、剣道、空手、弓道

運営団体名
胎内市教育委員会
(NPO法人スポーツクラブたいない)

期間と日数
4月1日～3月31日
月２回程度

指導者の主な属性
NPO法人スポーツクラブたいない、
中学校教員

活動場所
胎内市総合体育館、陸上競技場、
その他の公共運動施設、
市内中学校体育館など

主な移動手段 徒歩、自転車、保護者送迎

１人あたりの参加会費
等（年額）

全種目 2,000円

１人あたりの保険料
スポーツ安全保険
生徒１人あたり：1,000円/年
指導者１人あたり：1,850円/年

●胎内市中学生スポーツ教室 活動概要

●スポーツ教室責任者

役割：活動における管理者として、学校、保護者との連携を行う

●主任指導者 1 名

役割：活動における主任者として、生徒への指導を行う

●指導者

役割：活動において、主任指導者の補助として、指導を行う

●指導者や運営スタッフなどの役割分担等

　休日の地域活動(胎内市スポーツ教室)の実施

胎内市陸上競技協会   地域クラブ

業務委託 胎内市バスケットボール連盟   活動へ参加

胎内市バレーボール連盟

胎内市サッカー連盟

胎内市野球連盟

胎内市ソフトテニス連盟

胎内市柔道連盟

 ・事業設計 中条剣道連盟

 ・検討委員会開催 胎内市弓道連盟

 ・事業周知,広報 カラテ真輝会

 ・事務局：運営経費の管理、保険加入、指導者講習会の実施等

 ・各連盟：教室の実施

胎
内
市
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　

（
事
務
局

）

ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
た
い
な
い

市
内
４
中
学
校
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取組内容

2.実証内容と成果

○総括コーディネーターを配置し、

活動全体を総括したり、検討

会議の運営を行ったりすること

により、行政、学校、スポーツ

団体等との連絡調整を図る。

○総括コーディネーターの働き掛け等によって、行政、学校、ス

ポーツ団体等との連絡調整を図ったことにより、市スポーツ協

会加盟団体による胎内市中学生スポーツ教室の開設数は

令和6年度で10種目12教室になった。

○有識者、スポーツ団体、NPO、学校、保護者等からなる検

討委員会（運動部部会）を年２回開催し、取組の検討、

連絡調整等を図った。

●取組項目名 ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

コーディネーターの具体的な動きの実績

○胎内市中学生スポーツ・文化教室設置要綱に教育委員会、スポーツ

団体、NPOの役割分担を示し、運営・実施の体制を明確化した。

○運営の中核となる事務局は、市内のスポーツ団体が日常的に利用す

る市総合体育館の管理運営を行っているNPOスポーツクラブたいないに

業務を委託した。

○今後も総括コーディネーターを中核として、NPOスポーツクラブたいない

を中心に行政、学校、スポーツ団体等との連絡調整を図る。令和8年

度からの休日の活動の完全移行に向け実施可能な種目を見極め、

不可能な種目の部活動については、Ｒ８年度以降の対応検討や

休日の活動と平日の部活動との関係整理等を行う。

＜胎内市中学生スポーツ教室運営体制＞

○教育委員会 主催者として教室の開設を承認

○スポーツ団体 趣旨に賛同した団体による開設申請

教室の実施主体となり毎月活動報告

○NPO法人 活動報告を取りまとめ教育委員会へ報告

活動実績に基づいた教室運営費の支払

0

5

10

15

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

＜スポーツ教室開設数の推移＞

各年度の教室開設申請書より
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取組内容

2.実証内容と成果

○市スポーツ協会加盟の競技別団体を中学生スポーツ教室の実

施主体とし、団体から中学生の指導に適した指導者を複数派遣し

てもらうことで、指導の偏りを防ぐとともに安全を確保する。また、市ス

ポーツ協会と連携して指導者研修を行う。

○中学生スポーツ教室の開設数の

増加に伴い、活動に携わる地域指

導者も増加してきている。

○市スポーツ協会加盟の各競技別連

盟等から指導者を派遣してもらうこ

とで、部活動指導員並みの指導資

格や各競技団体の指導資格や段

位をもつ指導者の割合が高くなって

いる。

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保①

取組事項

取組の成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

陸上競技、バスケットボール、バレー

ボール、

サッカー、軟式野球、

ソフトテニス、柔道、

剣道、弓道、空手

種目

スポーツ教室の指導者の有資格。

・各種目別コーチⅠ・Ⅱ

・公認スポーツ指導者

・C級ライセンス

・スポーツコーチⅠ

など

資格有無

各年度の教室開設申請書より

＜令和6年度各スポーツ教室の指導者数＞

各年度の教室開設申請書より

0

20

40

60

80

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

部活動指導員
並の有資格者

　(各年度の教室開設

　申請書より)

3～5人
２教室

6～10人
5教室

2人
１教室

11人以上
２教室
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取組内容

2.実証内容と成果

○NPO法人スポーツクラブたいない主催によるスポーツ指導者・競技者

研修会を実施し、地域のスポーツ指導者の資質・指導力の向上を図っ

ている。

＜研修内容＞

Ｒ４年度 「アスリートを育てる魔法のキーワード」

講師：新潟医療福祉大学 助教 中島 郁子 氏

Ｒ５年度 「競技力向上のためのトレーニング方法」

講師：新潟食料農業大学 准教授 山中 亮 氏

Ｒ６年度 「テーピングの実技を含む基礎講習」

講師：いからし接骨院 院長 五十嵐 寛 氏

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保②

指導者研修の内容

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

今後の課題と対応方針

○キネシオテープを中心にテーピングの技術について、その特徴や目的等

を大変わかりやすく説明していただいた。各種部位の巻き方の実技が

あったり、質問にも丁寧にお応えいただき、大変有意義な研修だった。

受講者の声

・開催日： 令和7年３月 ２日

・開催回数： １回

・参加人数： 47 人

スポーツ協会役員、スポーツ少年団役員、学校教育課、柔道連盟、

陸上競技協会、胎内ジュニア陸上、野球連盟、弓道連盟等の出席のも

と実施された。

○各競技団体に指導技術や指導者の資質向上のための研修会開催

を依頼している。また、研修会開催のための経費補助を予算化してい

る。これらの取組を今後も継続し、各競技団体が研修会を開催できる

よう協力していく。

○NPO法人スポーツクラブたいない主催の研修会開催時には、各競技

団体に情報提供し、参加を促していく。

案内用パンフレット

指導者研修の参加実績
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取組内容

2.実証内容と成果

○学校と連携して進めていくため、

校長会でR7・R8の方向性を

説明し、その後４中学校を個

別に訪問して、学校ごとに説明

した。

○市スポーツ協会及び市スポー

ツ少年団を傘下に統合してい

るＮＰＯ法人スポーツクラブた

いないと連携して事業を推進

する。

○各中学校ごとに、R７・R８の学校での部活動運営に関し

て検討し、方向性を示していただいた。また、新入生説明会

でR７・R８の地域移行について、小学６年生とその保護者

に説明した。

○当市の地域総合型スポーツクラブであるＮＰＯ法人スポー

ツクラブたいないは、その傘下に胎内市スポーツ協会及び胎

内市スポーツ少年団を統合し、市内の公共体育施設の管

理運営も受託するなど地域のスポーツ振興の中核となってい

る。胎内市中学生スポーツ教室も同法人の受託事業の一つ

として位置付けてもらい、小学生や一般社会人のスポーツ振

興と連携して事業が進められるようにしている。

○令和8年度からの休日の部活動の完全地域移行実施に向け連携を一層強化す

るため、市教育委員会内に関係各課とNPO、学校の連携を図るための実務者会

議と推進会議を定例化し、取組を推進する。

●取組項目名 ウ：関係団体・分野との連携強化

取組事項 取組の成果

今後の課題と対応方針

○バス等の運行はない。

ただし、軟式野球スポーツ教室の一部生徒が小学生送

迎用バスに同乗させてもらう場合がある。

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

グラフ等データ
※出典も要記載

バス等の運行実績

(ＮＰＯ法人の資料より)
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 エ：面的・広域的な取組

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○中学校の部活動設置種目以

外にも、市スポーツ協会加盟

団体の競技種目の教室開設

も行い、多様なスポーツ機会を

提供する。

○学校教育課

・胎内市中学生スポーツ教室設

置要綱の策定

・教室に係る経費の予算化

・教室の開設に係る申請、承認

の事務

・ NPO法人スポーツクラブたいな

いへの事務局の委託

○生涯学習課

・社会体育を通じたスポーツ団体

等との連携

○案内パンフレット、チラシの全中学生・保

護者への配付を継続するとともに市やNPO

のホームページ等の有効活用を検討し、市

内全域に情報が周知されるよう努める。

○小学生への体験教室の開催を検討してい

く。

取組事項 各自治体の役割

今後の課題と対応方針

○指導者の高齢化等で開設できなかった競技種

目があったが、新たに開設したスポーツ教室もあり、

10種目12教室に増加した。多様なスポーツ機

会の提供により、参加者は増加しており、市内4

中学校すべての学校から参加している。また、学

校の部活動にない種目(空手、弓道)や複数種

目に参加している生徒もいる。

取組の成果

移動手段 事務局運営の方法

○自転車や保護者による送迎 ○NPO法人スポーツクラブたいない

への事務局の委託

○総括コーディネーターが関係団

体等との連絡調整を実施

○各種会議の運営

・実務者会議

・推進会議

・部活動在り方検討委員会

0
50
100
150
200
250

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

人 ＜スポーツ教室 年度別参加数の推移＞

(各教室の参加者名簿から年度別に合計)
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 オ：内容の充実①②

取組事項

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○種目ごとに優れた指導技術や

中学生にふさわしい指導の在り

方を研修するための研修機会

を設け、内容の充実を図る。

○各競技団体に指導技術の向

上や指導者の資質向上のため

の研修会の開催を依頼する。

○研修会開催のための経費補

助を予算化する。

○スポーツ協会主催の研修会の

案内を各競技団体に配付して

いる。

取組の成果

○下記３種目の団体が種目単位で指導技術や指導者の資質向上のための研修会を実施した。

＜ソフトテニス＞・効率的な体の使い方（指導者10名受講）

・応用技術の取得方法（指導者10名受講）

＜弓 道＞ ・中学指導の留意点（指導者5名受講）

＜空 手＞ ・格闘競技の考え方、体幹づくり（指導者他15名受講）

今後の課題と対応方針

○研修会を継続的に開催できるよう、NPO法人・各競技団体に働き掛けていく。

・ 例年4月に各競技団体に配付している「スポーツ教室に開催について」の文書で、指導者研修会の開催を依

頼し、開催時の経費補助についても記載しているので、今後も継続する。

・ 研修会経費補助の予算を継続する。

・ 各競技団体との会議においても、指導者研修会の開催を依頼していく。

○技術指導に関する研修会だけでなく、危機管理、危機対応、ハラスメント等についての研修会の開催を検討し

ていく。

○公認スポーツ指導者資格の取得について、未取得の指導者への取得依頼を継続していく。
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等①

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○休日の部活動の段階的な地域移行の期間となる令和7

年度までは、原則、保険料以外は公費負担とする。

○休日の活動が地域に完全移行する予定の令和８年度

からは、スポーツ教室の開催を月４回に増やす予定なの

で保護者負担が必要となる。このため令和７年度中に試

算を行う予定である。

○「NPO法人スポーツクラブたいない」

に事務局の委託をお願いしている。

・0円

取組事項 地域クラブに係る経費

■イニシャルコストの分析

○令和7年度中の活動は令和６年度と

同様に行うため、令和８年度以降の経

費に関しては、令和7年度中に試算を

行う予定である。

・人件費・賃金（864千円）

・諸謝金（1,004千円）

・保険料（7.4千円）

■ランニングコストの分析

持続的な運営に必要な受益者負担額の試算

○令和８年度以降の経費に関しては、

令和７年度中に試算を行う予定で

ある。支出の中の活動費については、

受益者負担の対象とすることが妥当

と考え、大まかに指導者謝金と旅費、

保険料で4,490,000円が必要であ

る。

収支バランス

○令和８年度の活動費の予

定額を参加予定数で割ると

一人当たり19,500円の負担

となる。参加者の負担軽減も

含めて、受益者負担と公的

負担、活動費等の収支バラン

スから試算を進めたい。

R８
指導者謝金 3,000,000
旅費・ガソリン代 1,000,000
保険料等 250,000
消耗品費 240,000
合計 4,490,000

令和８年度の活動費 令和８年度の一人当たりの参
加料

　受益者
　負担分
　参加
　予定者数
　一人当たり
　の参加料

4,490,000円

230人

19,500円
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等②

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

○休日の部活動の段階的な地域移行の期間中は、原則、保険料以

外は公費負担とすることとしている。

○今年度は月２回程度の活動に対して謝金を支出した。年度途中から

開始したスポーツ教室や部活動として休日も活動している場合もあり、

予算よりも少ない支出となった。令和７年度は、年度当初から全てのス

ポーツ教室が活動する予定である。

○令和８年度からは、休日月4回までの活動を可能とするために、受益

者負担と公費負担の試算が必要となる。指導者の謝金や旅費、参加

者の保険料については、本来参加者である生徒の保護者が負担すべ

きものと考える。今後の謝金等に掛った金額をもとに、令和８年度以降

の活動費を予想し、検討を進める。

取組の成果

今後の課題と対応方針

○令和８年度には、休日の完全移行が始まり、月４回までの活動を許可する方向で進めている。令和７年度までは月２回程度の実施なので、謝金

の増額が見込まれる。さらに大会参加時の指導者の旅費についてもかなりの増額を考慮した上で、受益者負担である参加料も高く設定する必要が求め

られる。今後、公的負担とのバランスも含めて、どの程度まで参加料を上げるのか検討を進めたい。

支出金額の変化（予想）より
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2.実証内容と成果

取組内容

●取組項目名 カ：参加費用負担の支援等③

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

資料
◎支出金額の変化（予想）と受益者負担とすべき活動費の変化（予想）

R６ R７ R８

1,000,000 2,000,000 3,000,000

0 100,000 1,000,000
10,000 250,000 250,000

128,000 240,000 240,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000

0 10,000 20,000

1,138,000 2,590,000 4,490,000

◎参加者を230人とした年度別費用負担（予想）
R６

指導者謝金 1,000,000 指導者謝金と旅費の100％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 4,948 円 1,200,000 円 1,200,000 円
旅費・ガソリン代 0 指導者謝金と旅費の80％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 3,958 円 1,427,600 円 2,627,600 円
保険料等 10,000 指導者謝金と旅費の60％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 2,969 円 1,655,200 円 2,855,200 円
消耗品費 128,000

人件費 1,200,000

印刷製本費 0

合計 2,338,000

R７
指導者謝金 2,000,000 指導者謝金と旅費の100％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 11,261 円 1,210,000 円 1,210,000 円
旅費・ガソリン代 100,000 指導者謝金と旅費の80％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 9,009 円 1,728,000 円 2,938,000 円
保険料等 250,000 指導者謝金と旅費の60％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 6,757 円 2,246,000 円 3,456,000 円
消耗品費 240,000

人件費 1,200,000

印刷製本費 10,000

合計 3,800,000

R７
指導者謝金 3,000,000 指導者謝金と旅費の100％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 19,522 円 1,220,000 円 1,220,000 円
旅費・ガソリン代 1,000,000 指導者謝金と旅費の80％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 15,617 円 2,118,000 円 3,338,000 円
保険料等 250,000 指導者謝金と旅費の60％を受益者負担にした場合　⇒ 一人当たり 6,757 円 4,156,000 円 5,376,000 円
消耗品費 240,000

人件費 1,200,000

印刷製本費 20,000

合計 5,710,000

公費負担分 1,220,000 円

公費負担 公費負担の合計

公費負担分 1,200,000 円

公費負担分 1,210,000 円

印刷製本費

受益者負担とする活動費

公費負担 公費負担の合計

公費負担 公費負担の合計

指導者謝金
旅費・ガソリン代
保険料等

消耗品費

人件費
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 キ：学校施設の活用等

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項

今後の課題と対応方針

○中学生スポーツ教室を教育委員会の主催事業としたことで、市の公共

スポーツ施設に加え、学校体育館等も胎内市学校施設の開放に関す

る規則に基づき使用料を全額減免して活用している。

○屋内のスポーツ施設の利用が多く、特に公共施設は他の団体や大会

開催等もある。学校施設を有効利用するため、中心部でない学校の

体育館の利用を進めたが、不平等感があるため、細かいルールが必要

である。

取組の成果

○令和７年度までは、月２回程度の活動のため、施設の利用に余裕があるが、令和８年度からは月４回の活動を可能とするため、施設の利用ニーズが

高まることが予想される。学校の施設を不平等感なく利用できるようにするため、令和８年度までに、学校施設の活用に関するガイドライン等を整備する。

○市の公共スポーツ施設を使用料減免により活用するほか、学校施設についてもルール等を整備して活用を図る。

0 50 100

市または教育委員会、…

市内の子ども会…

スポーツ協会、…

その他減免を…

％

＜学校施設の開放の際の使用量の減免率＞

(胎内市学校施
設の開放に関す
る規則より)
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 ク：その他の取組

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項

今後の課題と対応方針

○現在は令和８年度の毎月４回の休日における活動の実施を目指して取組を

進めている。この毎月４回の休日活動が軌道に乗ったのちに平日の活動に拡げ

て取り組む予定である。平日の地域移行については、指導者の確保や活動場所、

生徒の移動等の課題があるが、他市町村等の取組を参考にして、進めていきた

い。

地域スポーツクラブとして、令和６年度・令和７年度は毎月２回の休日に活

動することとし、令和８年度は毎月４回の休日の活動を予定している。

一部の競技種目においては、中体連登録したクラブチームとして活動している。

これらのクラブチームにおいては、学校部活動との練習の継続性の必要からクラブ

チームの指導者と学校部活動の顧問と連携して取り組んでいる。

○クラブチームについて

令和７年度に中体連に大会参加登録したクラブチームは、陸上競技、バス

ケットボール、軟式野球、バレーボール、ソフトテニスである。このうち陸上競技を

除く種目で中体連大会に参加した。

○中体連大会への参加について

陸上競技は基本的に学校名で大会に参加してる。バスケットボールは男女と

もクラブチームで参加しているが、クラブチームの他に男子１校が学校名で参加

した。これは過渡期の取組で、次年度以降はクラブチームのみの参加になると思

われる。バレーボールは、女子のみで、クラブチームとして参加している。ソフトテニ

スは男子が学校、女子はクラブチームで参加している。これも過渡期の取組で、

今後はクラブチームでの参加になる。

中体連登録したクラブチーム

○クラブチームが技術向上や特にチームとしての技能を高めるために部活動時

間以外の時間帯に活動している。その場合、生徒の負担や練習の効率を考え、

部活動顧問とクラブチームの指導者との打合せ等により部活動とクラブチームとし

ての連携を図られている。

○バスケットボールと軟式野球においては、学校部活動顧問が兼職兼業で地

域スポーツクラブの指導者としてクラブチームの指導を行っている。

○陸上競技とソフトテニスでは、地域スポーツクラブの指導者が部活動の外部指

導者として平日の部活動を指導しており、練習の継続性を図っている。

一貫指導に関する部活動顧問との連携事例
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取組内容

2.実証内容と成果

●取組項目名 イ：指導者の質の保障・量の確保 ／ ウ：関係団体・分野との連携強化

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保障・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取組

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

取組事項（イ）

今後の課題と対応方針

○スポーツ教室開設数の増加に伴

い、活動に携わる地域指導者も

増加してきている。

○市スポーツ協会加盟の各競技

別連盟等から指導者を派遣して

もらうことで、部活動指導員並み

の指導資格や各競技団体の指

導資格、段位をもつ指導者の割

合が高くなっている。

取組の成果（イ）

グラフ等データ
※出典も要記載

○1つの教室当たり、安全面等の配慮により最低複数の指導者は確保す

るとともに、参加者数の多い教室について有償の指導者を増やしていくこ

とを検討し、より実状に合う体制を整える必要がある。

○令和8年度からの休日の部活動の完全地域移行に向け連携を一層強

化するため、市教育委員会内に関係各課とNPO、学校の連携を図るた

めの実務者会議と推進会議を定例化し、取組を推進する。

○市スポーツ協会加盟の競技別団体をスポーツ教室の実施主体とし、

団体から中学生の指導に適した指導者を複数派遣してもらうことで、

指導の偏りを防ぐとともに安全を確保する。また、市スポーツ協会と連

携して指導者研修を行う。

取組事項（ウ）

○学校と連携して部活動の地域移行を進めるため、校長会でR7・R8

の方向性を説明し、その後４中学校を個別に訪問して、学校ごとに説

明した。

○市スポーツ協会及び市スポーツ少年団を傘下に統合しているＮＰＯ

法人スポーツクラブたいないと連携して事業を推進する。

○各中学校ごとに、R７・R８の学校での部活動運営に関して検討し、

方向性を示していただいた。また、新入生説明会でR７・R８の地域移

行について、小学６年生とその保護者に説明した。

○当市の地域総合型スポーツクラブであるＮＰＯ法人スポーツクラブたい

ないは、その傘下に胎内市スポーツ協会及び胎内市スポーツ少年団を

統合し、市内の公共体育施設の管理運営も受託するなど地域のス

ポーツ振興の中核となっている。胎内市中学生スポーツ教室も同法人

の受託事業の一つとして位置付けてもらい、小学生や一般社会人のス

ポーツ振興と連携して事業が進められるようにしている。

取組の成果（ウ）

(各年度の教室開設申請書より)

0

20

40

60

80

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

部活動指導員
並の有資格者

　(各年度の教室開設

　申請書より)
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総括・成果の評価・今後に向けて

2.実証内容と成果①

●成果の評価●総括

○令和８年度からの「休日の地域移行完全実施」に向けて、令和７年度中に整備

を進め、スポーツ教室を月4回まで開設できるようにしたい。

○平日の部活動の地域移行については、今後スポーツ庁、新潟県から出される方針

等に沿って進めるものとする。

○指導者の数が十分整わない競技種目については、指導者の人材発掘やスポーツ

少年団やジュニアクラブ活動と連携することにより、指導者の確保を進めたい。

●今後に向けて

○国及び県の方針を受け、休日の部活動の地域移

行を進めてきた。胎内市では令和３年度から、国

のモデル事業の委託を受け、地域のスポーツ団体

等のご協力を受けながら「胎内市中学生スポーツ

教室」を開設するなどして、地域が中心となった中

学生のスポーツ・文化活動の環境づくりを進めてい

る。

○令和６年度12月現在、10種目12教室のスポー

ツ教室を開催している。指導者の高齢化等により、

開設できなくなった教室や指導者不足・会場確保

等の問題で開設できない種目もあるが、今年度から

新たに開設された教室もあり、教室数としては増加

している。

○令和８年度以降の活動に向けて、クラブチームの

設立を各種目ごとに進めている。クラブチームの設立

により、中体連主催大会や休日の各連盟・協会主

催大会、練習試合等への参加を目指している。

○令和7年度末に地域移行を完了する予定で進め

ているため、令和８年度のスポーツ教室は月4回

まで開設できるよう、令和７年度中に検討したい。

○各競技団体の協力を得ながら地域移行を進めることができている。

○市内中学校の部活動種目で、スポーツ教室として開設されていない種目が２種目

ある。これらの種目もスポーツ少年団に所属する活動を継続できたり、NPO法人ス

ポーツクラブたいないが主催する活動に参加すことができたりするなど、運動を継続す

る環境は確保されている。また、部活動にはない競技種目もスポーツ教室として3種

目開設されていて、スポーツに触れる機会のひとつとなっている。
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スポーツ教室・部活動等参加状況・参加者の声

2.実証内容と成果②

●参加者の声●スポーツ教室・部活動等参加状況

○年度別・種目別 参加者数 部活動への参加状況
バスケットボール教室 参加者の中学生

魅せるプレーをいっぱい教えてもらえてよかった。小学生も来

ていたので、教えてあげたら喜んでいて、自分の勉強にもなっ

た。

陸上競技教室 保護者

学校の部活動時、顧問の先生からハードルが上手になっ

たと褒められ、うれしかったと子どもが話していた。

陸上競技教室指導者

複数の学校が一緒に活動することで、いろいろな面に拡

がりを感じることができた。

弓道教室指導者

大変熱心に取り組んでいる。スポーツ教室の活動だけで

なく、連盟の活動にも参加したいと意欲を示している生徒

が数名いる。

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
R6

部員数

R6

部活動数

－ 27 37 33 32 1

男 － － 25 32 43 2

女 － － 14 21 19 1

－ － － 18 30 2

28 8 13 12 0 0

22 24 26 22 22 3

男 26 30 3

女 23 52 4

18 12 14 16 15 1

11 9 7 12 12 1

－ － 5 5 0 0

－ － 3 5 0 0

－ 14 19 － 42 2

－ － － － 93 3

125 119 175 225 390 23

空手

教室名／年度

バレーボール

バドミントン

合計

卓球

313946

バスケットボール

ソフトテニス

柔道

剣道

サッカー

軟式野球

陸上競技

弓道

○令和6年度 市内中学生徒数605名

・運動部活動所属生徒数360名

全生徒数に占める割合64.5％

・スポーツ教室参加生徒数225名

運動部活所属生徒数に占める割合62.5％

・開設スポーツ教室に占める同種目の

部活動所属生徒の割合79.6％

運動部
活動加
入数

文化部活動加入数

その他
の活動
者数

未活動者数

運動部活動加入中のS教室参加者

スポーツ
教室参
加者

未加入者

開設S教室中の同種目部員数

スポーツ
教室参
加者

未加入者

バスケットボール教室指導者

初心者から上級者まで、バスケットボールに興味がある子ど

も達が集まり楽しそうにプレーしているところを見て「開設して良

かった。今後も継続して子ども達がやりたい競技ができる場を

提供したい」と感じた
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2.実証内容と成果③

参考資料

アンケート結果・広報資料

生徒・保護者の皆様へ

胎内市中学生スポーツ教室 参加者募集

令和５年度より休日の部活動の段階的な地域連携・地域移行が全国的に進められて

います。胎内市では、中学生を対象としたスポーツ教室を、下記のとおり実施します。

この教室は、学校の部活動とは別の希望者による活動です。自分がやっている部活動

をもっと教えてもらいたい、学校の部活動にない種目に触れてみたいといった人が対象＊

です。

参加を希望する中学生の皆さんは、別紙の申込書により申し込んでください。

＊部活動在籍者に限っている種目もあります。詳しくは各教室のチラシをご覧ください。

１ 主 催 胎内市教育委員会

２ 運営主体 市スポーツ協会加盟の競技別連盟

３ 対 象 市内の中学生で保護者の同意を得た人
※ 詳しく は各教室の案内を見てく ださ い

４ 実施種目 ソフトテニス、サッカー、軟式野球、陸上競技、バスケットボール、

バレーボール、柔道、剣道、空手、弓道の１0種目
※ その他の種目についても可能なものから実施していく 予定です。そ

の際は、順次お知らせします。

５ 実施日及び 原則として月２回程度の休日、半日程度

実施場所 市内の体育施設、グラウンド等

６ 参加費用 NPO法人スポーツクラブたいないの年会費(２，０００円)

※ 年会費を納めることでスポーツ傷害保険の適用を受けること

ができます。すでにスポーツクラブたいないの会員になっている場

合は不要です。

＜胎内市中学生スポーツ教室についての問い合わせ先＞
胎内市教育委員会学校教育課 ＴＥＬ 47-2711内線2313

胎内市教育委員会

【生徒への「スポーツ教室」募集

パンフレット】

胎内市中学生スポーツ教室参加者募集より

＜＊ 休日の学校以外での地域の活動の例＞
・胎内市開設の中学生スポーツ教室・文化教室
　(詳しくは「１胎内市の取組」をご覧ください)
・地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等)
・民間のスポーツクラブ(スイミングやサッカー等)
・県や市の連盟等が行う活動(練習会や普及のための活動等)

１　胎内市の取組

＜スポーツ教室の開催状況（令和6年12月現在）＞

２　市内競技団体の令和７年度からの取り組み等

令和7年度入学説明会用

休日の部活動の地域移行について
　部活動が、土日や祝日などの休日については、令和8年度までに段階的に学校以外の地域の活動

（スポーツ教室・文化教室、地域や民間のクラブチームなど＊）に変わっていきます。

　このことから、胎内市では休日のスポーツ教室の開設を進めております。

　胎内市では令和３年度から、国のモデル事業の委託を受け、地域のスポーツ団体等のご協力をいただ

きながら「胎内市中学生スポーツ教室」を開設するなどして、地域が中心となった中学生のスポーツ・文

化活動の環境づくりを進めています。

　今年度（令和6年度）12月までに、スポーツ協会加盟団体の協力をいただき、１０種目（陸上競技、バス

ケットボール、バレーボール、サッカー、軟式野球、ソフトテニス、柔道、剣道、空手、弓道）のスポーツ教

室を原則月２回程度休日に開催しています。

　４月にスポーツ教室の募集案内を配付します。また、新たな競技種目のスポーツ教室を開設する場合は、その都度、
募集案内を配付します。
　申し込みは、ぷれすぽ胎内（胎内市総合体育館）の窓口です。年会費は、「NPO法人スポーツクラブたいない」の会費
（傷害保険代金等）2,000円の予定です。

　「令和８年度からは、原則休日の学校での部活動は行わない」（胎内市立中学校の部
活動の地域移行の方針<R5.12>）ことを受け、各競技団体で協議し裏面の表のように取組
をすすめることになりました。
　また、令和５年度から学校以外のクラブチームとしての中学校体育連盟（中体連）主
催大会への出場が可能になりましたので、裏面にクラブチームの有無についてもお示し
しました。ただし、出場に関しては競技種目ごとに中体連の定めた条件を満たした上
で、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

№ 競技種目名 活動日 主な活動場所

1 陸上競技 第2・4日曜日　8:30～11:00 胎内市陸上競技場

2 バスケットボール月2回　9:00～11:30
市内中学校体育館
ぷれすぽ胎内

3 バレーボール 月2回　9:00～12:00
ぷれすぽ胎内
B&G体育館

4 サッカー 第1・3土曜日　13:00～15:00笹口浜公園グラウンド

5 軟式野球 月2回　
市内中学校体育館
公共運動施設等

6 ソフトテニス 月2回土曜日　9:00～12:00 国際交流公園コート

7 柔　　道
第1土曜日　18:30～20:30
第3日曜日　9:00～11:30

ぷれすぽ胎内柔道場

8 剣　　道 第1・3土曜日　18:30～21:00ぷれすぽ胎内アリーナ

9 空　　手 第2・4日曜日　10:00～12:00ぷれすぽ胎内武道場

10 弓　　道 第2日曜日　9：00～12:00 ぷれすぽ胎内弓道場

３　国の「地域スポーツ-・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ(案)
○ 「地域移行」という名称を「地域展開」に変更。 　　　　　一部抜粋　R6.12.10
○ 「改革実行期間」は、前期:R8～10年度⇒中間評価⇒後期:R11～13年度
　　※平日の改革については、前期において活動の在り方や課題への対応策の検証を行った上で
　 中間評価を行う。中間評価で改めて取組方針を定め、更なる改革を推進する。

４　胎内市立中学校の部活動の地域移行の方針について
新潟県の方針に沿って胎内市立中学校の部活動の地域移行の方針を策定しました。

　上記のように、今後も国や県の方針が変更されることが予想されますが、それらを注視しながらも基本的に
はR5.3の新潟県の方針に沿って策定した以下の「胎内市中学校の部活動の地域移行の方針(R5.12)」に
沿って進めたいと考えております。

新潟県における休日の部活動の段階的な地域移行の方針（抜粋）　 R5.3
〇 国が「改革推進期間」とした、令和５年度から令和７年度までの３年間に、休日の部活動の段階的な
　　地域移行が完了するよう取組を進める。
〇 地域移行完了後は、原則休日の部活動は行わないこととする。

○ 胎内市では、令和７年度末までに、休日の部活動の地域移行（中学生にとって新しいスポーツ・
    文化活動環境の構築）を完了するよう取組を進める。

胎内市立中学校の部活動の地域移行の方針        R5.12

〇 平日の部活動の地域移行については、今後スポーツ庁、新潟県から出される方針等に沿って
    進めるものとする。

○ 休日の部活動の地域移行の完了を予定している令和８年度からは、原則休日の部活動は行わ
　　ないこととする。

○ 休日のスポーツ部活動は、胎内市教育委員会が主催する胎内市中学生スポーツ教室が中心と
    なって行う。胎内市中学生スポーツ教室は、胎内市スポーツ協会に所属している競技団体が胎
　　内市教育委員会に申請し、承認された場合に開催できるものとし、承認された競技種目から順
　　次開始する。

〇 スポーツ教室全体の事務局をNPO法人スポーツクラブたいないとし、スポーツ教室への参加を
    希望する生徒は、NPO法人スポーツクラブたいないに会費（スポーツ傷害保険料等）とともに
    申し込む。

○ 休日の文化部活動については、現在休日に部活動を行っている吹奏楽について、胎内市教育
    委員会と地域の文化団体、指導者等とが連携して令和８年度までに地域移行を開始する。

競技種目名
クラブ
チーム

その他 休日活動 大会出場※

1 陸上競技 ○ あり あり

2 バスケットボール ○ あり あり

3 バレーボール △ R7に設立予定 あり あり

4 軟式野球 ○ あり あり

5 ソフトテニス ○ あり あり

6 柔　　道 △
クラブ立上げも視野に準備
する

あり あり

7 剣　　道 △ クラブ立上げ検討中 あり あり

8 サッカー ○  休日,平日に活動 あり
連盟大会のみ

あり

9 空手 ○ あり
連盟大会のみ

あり

10 弓道 ×  ２年目から連盟に加入 あり
連盟大会のみ

あり

11 バドミントン ×
 ジュニアとしての活動
 あり

なし
中体連大会のみ

あり

12 卓　　球 ×
 スポーツ少年団に加入
 すれば休日活動あり

スポ少として
の活動あり

中体連大会のみ
あり

13 少林寺拳法 ×
 スポーツ少年団への加入
 を募集

なし
連盟大会のみ

あり

14 テニス(硬式) ×
 年４回の練習会への
 募集あり

なし
連盟大会のみ

あり

＜文化＞

① × あり(予定)
学校部活動
として参加

② × なし なし

※ 中体連主催大会（下越地区大会、県総体、北信越大会、全国大会）や連盟主催大会等への
　　参加、吹奏楽連盟主催（吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト）への参加について。

№

８年度（予定）７年度（予定）

胎
内
市
中
学
生
ス
ポ
ー

ツ
教
室

そ
の
他

吹奏楽

他の文化系

令和７年度入学者説明用 休日の部活動の地域移行について

「令和７年度入学説明会用休日の部活動の地域移行について」資料
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参考資料（活動写真）

2.実証内容と成果④

【陸上競技教室(市営陸上競技場)】 【軟式野球教室(B&Gグラウンド野球場)】

【柔道教室(市総合体育館柔道場)】 【剣道教室(市総合体育館)】

写真
※何の様子かわかるように

キャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるように

キャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるように

キャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるように

キャプションを挿入すること
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地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

2.実証内容と成果

部活動の在り方検討委員設置

・今後の部活動の在り方検討

休日の地域活動

（中学生スポーツ教室）の開始

休日の地域活動

（中学生スポーツ教室）の拡大

令和元年 令和２年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

＜検討委員会の構成＞

・学識経験者

・地域総合型スポーツクラブ

・スポーツ少年団指導者

・市PTA連合会

・中学校長

・中学校部活動顧問

＜経過＞

・Ｒ2.2～Ｒ2.9まで5回開催

・Ｒ1.10 児童生徒、保護者対象

意識調査実施

・Ｒ2.6 教員、スポーツ団体対象

意識調査実施

・Ｒ２.10 委員会からの提言

＜主な提言内容＞

・部活動への地域人材の活用

・地域と連携したスポーツ・文化教室の設置

・地域での活動も含めたガイドラインの策定

・地域と中学生の活動をつなぐ事務局の設置

＜中学生スポーツ教室の概要＞

・主 催 胎内市教育委員会

・事務局 NPO法人スポーツクラブたいない

・運 営 スポーツ協会加盟団体

・活動日 原則として月2回程度の休日

・会 場 市内公共運動施設等

・参加者 参加を希望する市内中学生

【〇成果、▼課題】

〇年度当初から3団体の協力を得て活動開始

▼希望制のため参加しない学校や生徒も

＜多様なかたちでの教室の展開＞

・市内合同チームとして地域クラブ化

軟式野球は市内の地域クラブとして中体連

大会に参加。（平日は部活動）

・部活動単位での地域活動への参加

陸上競技は、休日の陸上競技教室へ部活

動単位で参加。

・学校部活動にない種目の教室開設

弓道、空手といった学校部活動にない種目

もスポーツ協会加盟団体が教室開設

＜検討委員会の継続＞
・検討委員会を運動部会と文化部会に分けて、年2回継続して開催。関係者から事業の評価
や課題・方向性等についての意見を伺いながら事業を推進

＜関係団体等への働きかけ＞
・スポーツ協会役員会、各競技別連盟の会合や活動場所を訪問して説明、お願いを継続

3種目でスタート ５種目
に増加

８種目
に増加

10種目
まで拡大

10種目
12教室

・中学校新入生説明会での地域移行の説明（Ｒ４
～）
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地域連携・地域移行の推進に向けたロードマップ

3.今後の方向性

胎内市教育委員会 部活動改革スケジュール（案）

Ｒ５年度
（2023）

Ｒ６年度
（2024）

Ｒ７年度
（2025）

Ｒ８年度
(2026)

胎内市
教育委員会

(学校教育課)
(生涯学習課)

スポーツ団体等

※休日の地域活動を実
施できない種目(部活動)
については平日のみの活
動となるが、スポーツ少年
団やその他での活動は可
能

学 校

休日の地域活動(中学生スポーツ教室)の
継続・拡充

休日の運動部活動

を完全に地域移行

※スポーツ団体等
との連携のもと、活
動種目、日数等の
拡充を図る

※９月を目途にＲ
８年度からの休日
の地域活動が実施
可能かどうかを見極
め

※休日の完全移
行後の平日の部
活動との関係、費
用負担等の整理

※地域移行が不可能な種目の部活動につ
いてのＲ８年度以降の対応検討や、休日の
活動と平日の部活動との関係整理等

新入生説明会等での説明及び中学生スポーツ教室の広報等での周知
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